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嶺
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衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
外
一
名
提
出
奄
美
群
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
奄
美
群
島
周
辺
海
域
に
限
っ
た
水
産
資
源
の
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
農
林
水
産
省
が
平
成
十

二
年
に
行
っ
た
我
が
国
周
辺
海
域
の
水
産
資
源
の
調
査
に
お
い
て
、
東
シ
ナ
海
を
生
息
域
と
す
る
主
な
水
産
資
源
の
賦
存
状

態
は
、
多
く
の
魚
種
で
中
位
又
は
低
位
の
水
準
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
動
向
は
、
多
く
の
魚
種
で
横
ば
い
又
は
減
少
傾
向
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
大
中
型
ま
き
網
漁
業
で
漁
獲
す
る
主
な
魚
種
の
う
ち
、
ゴ
マ
サ
バ
の
資
源
状
況
は
、
高
位
・
増
加

傾
向
と
な
っ
て
お
り
、
ム
ロ
ア
ジ
の
資
源
状
況
は
、
低
位
・
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
農
林
水
産
省
が
公
表
し
て
い
る
「
漁
業
経
済
調
査
報
告
（
漁
家
の
部
）
」
に
よ
り
東
シ
ナ
海
区
の
海
面
漁
業
漁
家

の
平
成
七
年
か
ら
平
成
十
一
年
ま
で
の
五
年
間
の
経
営
状
況
を
み
る
と
、
漁
業
収
入
が
約
一
割
低
下
し
た
こ
と
等
に
伴
い
、

漁
業
所
得
は
約
二
割
低
下
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
奄
美
群
島
周
辺
海
域
を
含
め
た
我
が
国
周
辺
海
域
の
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
海
洋
生
物
資

一



源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
漁
獲
量
の
総
量
管
理
制
度
を
適
切
に
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
制
度
を
補
完
し
、
水
産
資
源
の
一
層
の
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
新
た
に
漁
船
の

操
業
日
数
等
の
最
高
限
度
を
設
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
同
法
の
一
部
改
正
法
案
を
今
国
会
に
提
出

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
漁
業
に
つ
い
て
は
、
水
産

動
植
物
の
繁
殖
保
護
又
は
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
の
観
点
か
ら
、
関
係
す
る
漁
業
者
や
都
道
府
県
等
の
意
見
を
踏
ま

え
、
操
業
禁
止
区
域
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
同
区
域
の
新
た
な
設
定
又
は
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
関

係
者
の
意
見
を
十
分
に
聴
い
て
、
総
合
的
に
検
討
し
た
上
で
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
奄
美
群
島
及
び
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
漁
業
者
は
、
平
成
十
年
三
月
に
水
産
庁
の
立
会
い
の
下
、
「
奄
美
群
島

周
辺
水
域
に
お
け
る
ム
ロ
ア
ジ
資
源
保
護
管
理
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
、
自
主
的
な
保
護
管
理
措
置
の
設
定
に
合
意
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
同
協
定
に
基
づ
き
、
奄
美
群
島
の
漁
業
者
側
か
ら
当
該
保
護
管
理
措
置
の
強
化
に
つ
き
追

加
提
案
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
操
業
禁
止
区
域
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
す
る
漁
業
者
の
意
見
が
一
致
し
て
い

二



る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
現
在
、
両
当
事
者
間
で
前
述
の
追
加
提
案
に
係
る
協
議
が
も
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
水

産
庁
に
お
い
て
は
、
当
該
協
議
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

昭
和
三
十
七
年
以
前
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
六
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
の
規

制
は
都
道
府
県
知
事
に
よ
り
行
わ
れ
、
操
業
禁
止
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
の
漁
業
法
改
正
に
伴
い
、

総
ト
ン
数
四
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
が
農
林
大
臣
の
管
轄
と
な
り
、
そ
の
際
、
当

該
都
道
府
県
知
事
が
設
定
し
た
操
業
禁
止
区
域
は
、
新
た
に
農
林
大
臣
の
設
定
す
る
操
業
禁
止
区
域
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
農
林
大
臣
が
設
定
し
た
操
業
禁
止
区
域
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
規
制
の
実
態
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

関
係
す
る
漁
業
者
や
中
央
漁
業
調
整
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
又
は
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業

調
整
の
観
点
か
ら
総
合
的
に
検
討
し
た
上
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
係
る
操
業
禁
止
区
域
に
つ
い
て
は
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三

十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
別
表
第
二
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
操
業
禁
止
区
域
で
の
大
中
型
ま
き
網
漁
業

三



に
よ
る
操
業
は
、
同
令
第
十
八
条
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
違
法
操
業
を
理
由
と
し
て
指
定
漁
業
の
許
可
を
し
な
か
っ
た
事
例
は
、
過
去
に
お
い
て
な
い
。

七
に
つ
い
て

指
定
漁
業
の
許
可
の
際
に
は
、
従
来
か
ら
、
操
業
区
域
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
関
係
す
る
漁
業
者
や
都
道
府
県
か
ら

意
見
を
聴
取
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四


